
倒木被害防災・減災対策連絡会規約 

 

（名称） 

第1条 本会は、倒木被害防災・減災対策連絡会（以下「連絡会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 連絡会は、倒木による集落の孤立及び停電並びに通信障害の発生等による住民生活への影響を軽減す

るため、倒木発生時の関係機関連携による倒木除去など速やかな施設復旧体制を構築するとともに、危険

木の予防的事前伐採など防災・減災対策を計画的に推進することを目的とする。 

 

（協議事項） 

第３条 連絡会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。 

（１）倒木発生時の緊急対応体制の構築に関すること 

（２）事前伐採など倒木被害を減少させるための事前対策の推進に関すること 

（３）その他必要と認められる事項に関すること 

 

（構成員等） 

第４条 連絡会は、別表１に掲げる組織で構成する。 

２ 連絡会に会長をおき、鳥取県危機管理部長の職をもって充てる。 

３ 会長は連絡会を代表し、会務を掌理するものとする。 

４ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。 

５ 会長は、連絡会を総括し、会員を招集する。 

６ 会長は、会員に諮った上で、会員の変更または追加を行うことができる。 

７ 会長は、必要に応じて会議へのオブザーバーの出席を求めることができる。 

 

（会議の開催） 

第５条 連絡会は、第３条に定める協議事項を処理するため、次に掲げる段階において会長が招集する。 

（１）毎年度（定例会） 

（２）会長が必要と認めたとき 

２ 連絡会は東部、中部及び西部の圏域ごとに開催することができる。 

 

（幹事会） 

第６条 連絡会の下に幹事会を設置するものとし、別表２に掲げる組織で構成する。 

２ 幹事会の幹事長は、鳥取県危機管理部危機管理政策課長をもって充てる。 

３ 幹事会は圏域ごとに開催することができる。 

 

（事務局） 

第７条 連絡会の事務を行うため事務局を置く。 

２ 事務局は鳥取県危機管理部危機管理政策課に置く。 

 

（雑則） 

第８条 この規約に定めるものの他、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会に諮って決定する。 

 

附 則 

本規約は、令和５年５月１６日から施行する。 

附 則 

本規約は、令和８年４月２９日から施行する。  



別表１ 

区

分 
東部 中部 西部 

鳥

取

県 

危機管理部 

農林水産部 

県土整備部 

東部地域振興事務所 中部総合事務所 西部総合事務所 

市

町

村 

鳥取市 

岩美町 

若桜町 

智頭町 

八頭町 

 

倉吉市 

三朝町 

湯梨浜町 

琴浦町 

北栄町 

 

米子市 

境港市 

日吉津村 

大山町 

南部町 

伯耆町 

日南町 

日野町 

江府町 

森

林

組

合 

鳥取県森林組合連合会 

鳥取県東部森林組合 

八頭中央森林組合 

智頭町森林組合 

鳥取県中部森林組合 大山森林組合 

鳥取県西部森林組合 

鳥取日野森林組合 

日南町森林組合 

事

業

者 

中国電力ネットワーク株式会社 

ＮＴＴ西日本株式会社鳥取支店 

中国電力ネットワーク株式会社

鳥取ネットワークセンター 

中国電力ネットワーク株式会社

倉吉ネットワークセンター 

中国電力ネットワーク株式会社

米子ネットワークセンター 

 

  



別表２ 

 

区

分 
東部 中部 西部 

鳥

取

県 

危機管理部危機管理政策課 

農林水産部森林・林業振興局林政企画課 

農林水産部森林・林業振興局森林づくり推進課 

県土整備部道路局道路企画課 

東部地域振興事務所 

東部農林事務所 

鳥取県土整備事務所 

八頭県土整備事務所 

中部総合事務所県民福祉局 

中部総合事務所農林局 

中部総合事務所県土整備局 

西部総合事務所県民福祉局 

西部総合事務所農林局 

西部総合事務所米子県土整備局 

西部総合事務所日野振興センタ

ー日野振興局 

西部総合事務所日野振興センタ

ー日野県土整備局 

市

町

村 

鳥取市危機管理部危機管理課 

鳥取市農林水産部林務水産課 

鳥取市都市整備部道路課 

岩美町総務課 

岩美町農林水産課 

岩美町建設水道課 

若桜町総務課 

若桜町経済産業課 

若桜町地域整備課 

智頭町総務課 

智頭町地域整備課 

智頭町山村再生課 

八頭町総務課 

八頭町建設課 

八頭町産業観光課 

 

倉吉市総務部防災安全課 

倉吉市建設部建設課 

倉吉市経済観光部農林課 

三朝町総務課 

三朝町農林課 

三朝町建設水道課 

湯梨浜町総務課 

湯梨浜町産業振興課 

湯梨浜町建設水道課 

琴浦町総務課 

琴浦町建設住宅課 

琴浦町農林水産課 

北栄町総務課 

北栄町地域整備課 

北栄町産業振興課 

 

米子市総務部防災安全課 

米子市経済部農林課 

米子市都市整備部道路整備課 

境港市総務部防災危機管理課 

境港市建設部管理課 

日吉津村総務課 

日吉津村建設産業課 

大山町総務課 

大山町農林水産課 

大山町建設課 

南部町総務課 

南部町産業課 

南部町建設課 

伯耆町総務課 

伯耆町産業課 

伯耆町地域整備課 

日南町総務課 

日南町建設課 

日南町農林課 

日野町総務課 

日野町産業振興課 

日野町建設水道課 

江府町総務課 

江府町産業建設課 

森

林

組

合 

鳥取県森林組合連合会 

鳥取県東部森林組合 

八頭中央森林組合 

智頭町森林組合 

鳥取県中部森林組合 大山森林組合 

鳥取県西部森林組合 

鳥取日野森林組合 

日南町森林組合 

事

業

者 

中国電力ネットワーク株式会社 

ＮＴＴ西日本株式会社鳥取支店 

中国電力ネットワーク株式会社

鳥取ネットワークセンター 

中国電力ネットワーク株式会社

倉吉ネットワークセンター 

中国電力ネットワーク株式会社

米子ネットワークセンター 

 

 


